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毎週火曜・金曜日発行� ○印は長崎県例規集に登載するもの

◎　告　示� 所管課（室）名　

　・道路の区域変更� 道 路 維 持 課

　・指定公金事務取扱者の指定（５件）� 教育環境整備課

◎　公　告

　・漁船損害等補償法に基づく発起の届出及び指定漁船調書の縦覧� 漁 業 振 興 課

　・土地改良区の定款変更の認可（２件）� 農 村 整 備 課

　・換地処分� 〃

長崎県告示第319号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び県北振興局において告示の日から２週間、一般の縦覧に供す

る。

　　令和８年５月12日

� 長崎県知事　平田　研　

道路の種類　一般国道

路　線　名　204号

道路の区域

区　　　　　　　間
区域変更

前後の別

敷地の幅員

（メートル）

延　　　長

（メートル）
備　考

佐世保市吉井町立石457番５地先から

佐世保市吉井町立石457番５地先まで

前 10.4～12.0 3.4

後 11.6～12.0 3.4

長崎県告示第320号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定

し、公金の収納事務を委託したので、同条第２項の規定により告示する。

　　令和８年５月12日

� 長崎県知事　平田　研　

１　委託事務

　　長崎県立島原農業高等学校において生産された、４に掲げる生産物等の販売に係る収入金の収納事務

２　受託者の所在地及び名称

　⑴　長崎県島原市大手原町甲2141番地13

　　　株式会社島原青果市場

　　　　目　　　　　次

　　　　告　　　　　示
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　⑵　長崎県島原市大手原町甲2130番地14

　　　島原青果卸販売株式会社

　⑶　長崎県島原市萩原２丁目5188番地

　　　はぎせん市場

　⑷　長崎県諌早市久山町2014番42

　　　長崎県養鶏農業協同組合

　⑸　長崎県島原市萩原２丁目5192番地１

　　　島原雲仙農業協同組合

　⑹　長崎県雲仙市瑞穂町古部甲2021

　　　ながさき県酪農業協同組合

３　指定公金事務取扱者の指定日及び委託年月日

　　令和８年４月１日

４　生産物等の種類

　⑴　野菜等

　⑵　野菜等

　⑶　野菜等

　⑷　鶏卵

　⑸　牛

　⑹　生乳、乳牛

５　委託期間

　　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで

長崎県告示第321号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定

し、公金の収納事務を委託したので、同条第２項の規定により告示する。

　　令和８年５月12日

� 長崎県知事　平田　研　

１　委託事務

　　長崎県立諫早農業高等学校において生産された、５に掲げる生産物等の販売に係る収入金の収納事務

２　受託者の所在地及び名称

　⑴　長崎県南島原市北有馬町戊2465－１

　　　農事組合法人ながさき南部生産組合

　⑵　長崎県諫早市栄町２－１

　　　株式会社ベース

　⑶　長崎県諫早市栗面町174－１

　　　長崎県央農業協同組合

　⑷　長崎県雲仙市瑞穂町古部甲2021

　　　ながさき県酪農業協同組合

　⑸　熊本県熊本市東区桜木６丁目３番54号

　　　熊本県畜産農業協同組合

　⑹　長崎県長崎市田中町279番地43

　　　長崎花き園芸農業協同組合

　⑺　長崎県諫早市幸町76－29

　　　諫早大同青果株式会社

　⑻　長崎県諫早市幸町７－27

　　　特定非営利活動法人チャレンジド人財センター

３　指定公金事務取扱者の指定日

　⑴　令和８年３月24日

　⑵　令和８年３月24日

　⑶　令和８年３月25日
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　⑷　令和８年３月23日

　⑸　令和８年３月27日

　⑹　令和８年３月18日

　⑺　令和８年３月23日

　⑻　令和８年３月24日

４　委託年月日

　　令和８年４月１日

５　生産物等の種類

　⑴　野菜等

　⑵　野菜等

　⑶　畜産物等

　⑷　生乳等

　⑸　乳子牛スモール（２か月未満）

　⑹　花き等

　⑺　野菜・果樹・花き類等

　⑻　野菜等

６　委託期間

　　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで

長崎県告示第322号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定

し、公金の収納事務を委託したので、同条第２項の規定により告示する。

　　令和８年５月12日

� 長崎県知事　平田　研　

１　委託事務

　　長崎県立大村城南高等学校において生産された、５に掲げる生産物等の販売に係る収入金の収納事務

２　受託者の所在地及び名称

　⑴　長崎県大村市原口町1050

　　　株式会社かとりストアー

　⑵　長崎県大村市杭出津１丁目840－３

　　　県央大村青果株式会社

３　指定公金事務取扱者の指定日

　　令和８年４月10日

４　委託年月日

　　令和８年４月15日

５　生産物等の種類

　　野菜・果樹・草花

６　委託期間

　　令和８年４月15日から令和９年３月31日まで

長崎県告示第323号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定

し、公金の収納事務を委託したので、同条第２項の規定により告示する。

　　令和８年５月12日

� 長崎県知事　平田　研　

１　委託事務

　　長崎県立北松農業高等学校において生産された、４に掲げる生産物等の販売に係る収入金の収納事務

２　受託者の所在地及び名称

　⑴　長崎県平戸市田平町山内免345－15

　　　平戸瀬戸市場協同組合
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　⑵　長崎県平戸市田平町小手田免990－17

　　　瀬戸の寄道

　⑶　長崎県平戸市田平町山内免609－３

　　　平戸魚市株式会社

　⑷　長崎県佐世保市吉井町立石12－１

　　　ながさき西海農業協同組合

３　指定公金事務取扱者の指定日及び委託年月日

　　令和８年４月３日

４　生産物等の種類

　⑴　加工品（ジャム、お茶、鶏味噌）・果物 等

　⑵　鶏卵・加工品（ジャム、お茶、鶏味噌）・果物 等

　⑶　野菜

　⑷　和牛

５　委託期間

　　令和８年４月３日から令和９年３月31日まで

長崎県告示第324号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定

し、公金の収納事務を委託したので、同条第２項の規定により告示する。

　　令和８年５月12日

� 長崎県知事　平田　研　

１　委託事務

　　長崎県立西彼農業高等学校において生産された、４に掲げる生産物等の販売に係る収入金の収納事務

２　受託者の所在地及び名称

　⑴　長崎県長崎市琴海戸根町2655番地１

　　　長崎西部青果

　⑵　長崎県長崎市琴海形上町１番地１

　　　農事組合法人きんかい味彩市

　⑶　長崎県佐世保市干尽町３番地42

　　　佐世保食肉センター株式会社

３　指定公金事務取扱者の指定日及び委託年月日

　　令和８年４月１日

４　生産物等の種類

　⑴　野菜・花等

　⑵　野菜・花等

　⑶　豚等

５　委託期間

　　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで

　　　漁船損害等補償法に基づく発起の届出及び指定漁船調書の縦覧（公告）

　漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第112条第１項の規定による同意を求めるため、漁船損害等補償法

施行令（昭和27年政令第68号）第５条第１項の規定により次の１のとおり事前届出があった。

　なお、届出に係る指定漁船調書を次の２のとおり縦覧に供する。

　　令和８年５月12日

� 長崎県知事　平田　研　

１　届出事項

　⑴　発起人の住所及び氏名

　　　　公　　　　　告
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　　　長崎県佐世保市小佐々町矢岳130番地43

　　　田島　正明

　　　長崎県佐世保市小佐々町楠泊1335番地８

　　　金子　敏幸

　⑵　加入区

　　　小佐々町加入区

　⑶　漁船損害等補償法第113条第１項の申出をする漁業協同組合の名称

　　　九十九島漁業協同組合

２　指定漁船調書の縦覧

　⑴　縦覧期間

　　　公告の日から15日間

　⑵　縦覧場所

　　　長崎県佐世保市小佐々町楠泊1837番地

　　　九十九島漁業協同組合

　　　土地改良区の定款変更の認可（公告）

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款変更（令和８年３月

26日総代会議決）を認可した。

　　令和８年５月12日

� 長崎県知事　平田　研　

　　土地改良区名　　　南島原土地改良区

　　認可年月日　　　　令和８年４月30日

　　　土地改良区の定款変更の認可（公告）

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款変更（令和８年３月

17日総会議決）を認可した。

　　令和８年５月12日

� 長崎県知事　平田　研　

　　土地改良区名　　　山内土地改良区

　　認可年月日　　　　令和８年４月30日

　　　換地処分（公告）

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第９項の規定により、県営水利施設等保全高度化事業 畑地帯

総合整備事業畑地帯総合整備中山間地域型（担い手育成対策）小迎地区に係る換地処分をした。

　　令和８年５月12日

� 長崎県知事　平田　研　
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